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付
）
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旨

）

本
法
律
案
は
、
少
子
高
齢
化
の
一
層
の
進
展
等
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
持
続
可
能
な
制
度
を
構
築
し
、
国
家

公
務
員
共
済
組
合
制
度
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
年
金
額
の
水
準
を
自
動
的
に
調
整
す
る
制
度
を
導
入
す

る
と
と
も
に
、
多
様
な
生
き
方
及
び
働
き
方
に
対
応
し
、
組
合
員
が
そ
の
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
所
要
の

改
正
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
地
方
公
務
員
共
済
組
合
制
度
と
の
長
期
給
付
（
共
済
年
金
）
の
財
政
単
位
の
一
元
化
に
係
る
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
厚
生
年
金
制
度
の
改
正
等
を
踏
ま
え
た
国
家
公
務
員
共
済
年
金
制
度
の
改
正

１

共
済
年
金
の
給
付
水
準
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
に
準
拠
し
て
定
め
る
方
式
を
維
持
し
、
そ
の
給
付
水
準
の
調
整
は
厚

生
年
金
と
同
一
の
比
率
で
行
う
よ
う
給
付
水
準
の
自
動
改
定
制
度
を
導
入
す
る
。
な
お
、
保
険
料
率
は
、
従
来
と
同
様
、

五
年
ご
と
に
財
政
再
計
算
を
行
っ
て
定
め
る
。

２

基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
等
の
負
担
割
合
（
現
行
は
三
分
の
一
）
を
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
に
二
分
の
一
に
引
き

上
げ
る
ほ
か
、
厚
生
年
金
制
度
の
改
正
を
踏
ま
え
、
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
と
同
様
に
次
の
措
置
を
講
ず
る
。
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①

平
成
十
七
年
四
月
か
ら
、
在
職
中
の
退
職
共
済
年
金
等
に
関
す
る
一
律
二
割
の
支
給
停
止
措
置
を
廃
止
す
る
。

②

平
成
十
七
年
四
月
か
ら
、
育
児
休
業
中
の
保
険
料
免
除
期
間
を
子
が
三
歳
（
現
行
は
一
歳
）
に
達
す
る
ま
で
の
期
間

に
延
長
す
る
等
次
世
代
育
成
支
援
の
た
め
の
措
置
を
拡
充
す
る
。

、

、

、

③

平
成
十
九
年
四
月
か
ら

離
婚
し
た
場
合
の
共
済
年
金
に
つ
い
て

配
偶
者
の
同
意
又
は
裁
判
所
の
決
定
が
あ
れ
ば

分
割
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
年
金
分
割
制
度
を
導
入
す
る
。

二
、
国
家
公
務
員
共
済
年
金
と
地
方
公
務
員
共
済
年
金
の
財
政
単
位
の
一
元
化

国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
と
地
方
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
給
付
に
要
す
る
費
用
の
負
担
水
準

の
均
衡
及
び
給
付
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
両
制
度
間
で
財
政
調
整
を
行
い
、
保
険
料
率
を
段
階
的
に
一
本
化
す
る

仕
組
み
を
導
入
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


